
平成２４年度 第１回 市川市地域自立支援協議会 

 
日  時：平成 24年 6月 26日（火） 

午前 10時～12時 

 
場 所：急病診療・ふれあいセンター 
    2階 第 2集会室      

     

 

 

 

会 議 次 第 

 
 
１ 開会 

 
２ 福祉部長あいさつ 

 
３ 自己紹介 

 
４ 会長・副会長の選出 

 
５ 会議の進め方について 

 
６ 各専門部会の状況について 

 
７ 障害者団体連絡会について 

 
８ 会議の構成・位置づけについて 

 
９ 今年度の進め方について 

 
10 その他 

 
11 閉会 



市川市地域自立支援協議会設置要綱 

 

(設置) 

第１条 障害者の地域生活を支援するために、相談支援事業をはじめとする地

域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の

場として、市川市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

 

(協議内容) 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(１) 関係機関相互の連携に関すること。 

(２) 関係機関の業務において課題となった事項への対応に関すること。 

(３) 関係機関が新たに取り組むべき地域課題の整理と対応に関すること。 

(４) 委託相談支援事業者に関する運営及び評価等に関すること。 

(５) その他市長が必要と認めること。 

 

(委員の定数及び構成) 

第３条 委員の定数は２０人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委

嘱する。 
（１）相談支援事業者 

（２）サービス事業者 

（３）就労支援関係者 

（４）障害者団体 

（５）権利擁護・地域福祉関係者 

（６）その他市長が必要と認める者 

 

(会長及び副会長) 

第４条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、会議を招集し、及び会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長が指名し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

(委員の任期) 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

 



(委員以外の者の出席) 

第６条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めるこ

とができる。 

 

（専門部会） 

第７条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることが

できる。 

 

(秘密保持） 

第８条 協議会の関係者は、その職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、同様とする。 

 

(庶務) 

第９条 協議会の庶務は、福祉部障害者支援課において処理する。 

 

 (補則) 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年２月４日から施行する。 



委員氏名 団体名 専門部会

1 朝比奈　ミカ 中核地域生活支援センター　がじゅまる
相談（幹事）
生活

2 松尾　明子 特定非営利活動法人　ほっとハート
生活（幹事）
相談

3 酒井　範子 社会福祉法人　サンワーク
就労（幹事）
相談

4 三浦　健 社会福祉法人　南台五光福祉協会
相談
生活

5 磯部　利江子 社会福祉法人　一路会
生活（幹事）
相談

6 金　聖華 特定非営利活動法人　千葉精神保健福祉ネット 相談

7 保戸塚　陽一 社会福祉法人　春濤会 相談

8 長坂　昌宗 基幹型支援センター　えくる 相談（幹事）

9 森田　美智子 日中活動連絡会（社会福祉法人いちばん星） 生活

10 柴田　育美
グループホーム等連絡協議会

（障害者グループホーム等支援ワーカー）
生活

11 木本　頼子 地域移行支援協議会（中山病院）

12 内野　智美 居宅支援連絡会（市川市福祉公社） 生活

13 永井　洋至 重心サポート会議（特定非営利活動法人ポテト）

14 小井土　栄一 障害者就労支援センターアクセス 相談

15 大井　好美 障害者団体連絡会（そよ風の会）

16 植野　圭哉 障害者団体連絡会（市川市ろう者協会）

17 田上　昌宏 障害者団体連絡会（市川手をつなぐ親の会）

18 遠藤　由美子 障害者団体連絡会（松の木会）

19 三田　一男 障害者団体連絡会（市川市視覚障害者福祉会）

20 木下　静男 障害者団体連絡会（市川市オストメイトの会）

21 山﨑　泰介 社会福祉法人　市川市社会福祉協議会 相談

22 佐々木　英充 市川市立須和田の丘支援学校

23 三嶋　和也 県立船橋特別支援学校

障害児支援関係者

障害児支援関係者

サービス事業者

サービス事業者

サービス事業者

権利擁護・地域福祉関係者

就労支援関係者

障害者団体

障害者団体

障害者団体

市 川 市 地 域 自 立 支 援 協 議 会 委 員

委員分類

相談支援事業者

相談支援事業者

相談支援事業者

相談支援事業者

サービス事業者

サービス事業者

障害者団体

障害者団体

障害者団体

相談支援事業者

相談支援事業者

相談支援事業者

相談支援事業者



2012.6.26 自立支援協議会資料 

平成２４年度 相談支援部会の活動について 

 

 

１．これまでの活動 

 ○えくる設置の提案と相談活動の基盤づくり 

 ○議論の総括的な整理と障害福祉計画見直しへの意見提出 

○自立支援法一部改正、及び障害者虐待防止法の内容の検討 

 ○相談支援体制の大幅拡充に向けて、事業者への参入呼びかけ・課題の整理 

 ○相談支援に関する研修  

 

２．２４年度の活動 

 ○発達支援センターの整備に向けて、こども部発達支援課との意見交換 

   → ６月の部会より、オブザーバー参加 

 ○権利擁護体制（後見支援センター、虐待防止センター）の整備に向けて、部会として

の協議 

 ○相談支援体制の整備に向けて、相談の流れ（フロー）、様式（ツール）等の検討。相談

支援専門員協議会（仮）設置の検討 

   → 計画相談支援にかかわるガイドラインづくりへの取り組みを申し合わせ 

 ○相談支援の質の向上に向けて、相互スーパーバイズの仕組みや研修体制の検討 

   → ６月に川越市を視察。グループスーパーバイズの仕組みの検討と試行 



平成２４年６月２６日（火）自立支援協議会資料 

 

生活支援部会 活動報告 

 

 市内に障害児者の地域生活を支える資源は多数ありますが、障害や分野によっては資源やサービスが少

ない場合や、利用しにくい場合があります。 

 生活支援部会では、よりよい地域生活支援に向けて「日中活動の場」「重症心身障害児者を支える資源」

（重心サポート会議）「住まいの場」（グループホーム等連絡協議会）「在宅生活を支える資源」（居宅支援

連絡会）「入院からの地域移行」（地域移行支援協議会）を話し合う５つの連絡会・会議で話し合われてい

る現状と課題等を、概ね２ヶ月に１回程度部会を開催し共有してきました。 

 話し合いから見えてきた課題とそれに対する取り組みは以下のとおりです。 

 

１．共有した課題 ＜資源・サービス・マンパワーの不足＞ 

    どの連絡会・会議からも量的な不足、対応できるサービス不在・未整備の声があがっている。 

マンパワー不足も深刻であり、従事者の過剰労働によってようやくサービスを維持している状 

態である。ニーズはあっても応えられないことは支援者側の不全感にもつながり、従事者の定 

着率の低下を呼ぶという悪循環を招いている。 

 

    ・重心、医療的ケア、若年層の肢体不自由（脳血管障害・交通事故等の後遺症含む）の方の 

利用できるサービスの絶対数が少ない。 

 

    ・軽度の知的障害、発達障害、高次脳機能障害を持つ障害者は最近増加しており、資源・サー 

ビスは未整備である。 

   

    ・送迎サービスが、ニーズに応えられていない  

     

・グループホーム・ケアホームのニーズは高いが、“住まう場”であることから、夜間や休日の 

対応が求められ、それに対応できるマンパワーの確保が課題である。 

 

・居宅介護系のサービスは、同居家族の介助負担の軽減や独居の障害者の在宅生活を支える重要 

なサービスであり、ニーズは高いが、報酬単価の低さから事業所の運営は厳しい。 

 

 ２．部会全体の取り組み  

  （１）人材確保 

・ボランティア募集のチラシを市内でのイベント時に配布 

・ハートフルセミナーを開催（２２年度、２３年度 各１回、ハートフルまっぷの作成） 

      ＊「千葉県介護・福祉人材確保対策事業」を活用し、24年度も開催予定 

 

  （２）課題別ワーキングチーム 

      より具体的な検討と取り組みに向けて、ワーキングチームを立ち上げた。 

      今後は、部会委員以外の参加を促進していく方向。 

 

      ①移動・送迎 

 

      ②人材・啓発 

 

      ③泊まる場 

 



就労支援部会資料 
 

就労支援部会のあり方について（案） 

 
１．これまでの経緯 
平成 20年度 5回開催 1～3回 一般就労テーマで課題集約・取り組み検討 
            →就労支援セミナー・施設見学会（21年度） 
            4～5回 福祉的就労テーマで課題集約・取り組み検討 
            →「福祉的就労担当者会議（ふくたん）」発足へ（21年 6月） 
平成 21年度 3回開催 一般就労テーマで課題集約・取り組み検討 
            →実習先の確保、アフターケアについて 
平成 22年度 4回開催 1回 就労支援担当者会議（しゅうたん）と「ふくたん」の情報 

共有・意見交換 →職場巡回専任者の配置に関する提言 
            2～3回 障害者就業・生活支援センターの指定について 
            4回 外部機関を招いての年度総括 
平成 23年度 1回開催 「しゅうたん」と「ふくたん」の情報共有・意見交換 

 
２．現在の課題 
就労（一般就労・福祉的就労）は広い意味での「日中活動」に含まれる。 
一般就労は、「特別支援学校からの就労支援」「就労移行支援事業など地域の事業を使った就

労支援」「企業に向けた雇用支援」など、様々な方向性をもっている。 
また、福祉的就労も「企業からの受注業務」「自主生産品の販売」「地域と結びついた事業」

など、様々な方向性をもっている。 
これらの様々な方向性に対し、個別の課題を扱う会議体が乱立しており、相互の関係が見え

にくくなっている。また会議のメンバーも少しずつ重複しており、業務が煩雑になっている。

こうした中で、就労支援部会の位置づけや役割も見えにくくなっている。 
○日中活動連絡会：日中活動全体を扱う 
○地域意見交換会：圏域（市川市、浦安市）の企業や学校、ハローワークなど一般就労に関

する機関が集まって意見交換する（障害者就業・生活支援センターいちされん主催） 
○就労支援部会：地域自立支援協議会の専門部会 
○就労支援担当者会議（しゅうたん）：就労移行支援事業者を中心に、一般就労移行につい

て話し合う 
○福祉的就労担当者会議（ふくたん）：就労継続支援 B型事業者を中心に、福祉的就労の充
実について話し合う（現在は受注作業中心） 
○福祉の店実行委員会：ハートフルギャラリー「福祉の店」の運営を担う 

 
３．今年度の就労支援部会のあり方について 
今年度は、こうした課題を解決するために就労支援部会を活用し、各会議体から代表者を出

してもらい、会議の整理統合を含め、市川市の就労支援に関する体系化をはかることを目的

としたい。 



市川市地域自立支援協議会の関係図（案）

行 政

（事務局）
庁内関係各課

市川市社会福祉審議会

障害者福祉専門分科会

行政や民間が設置した協議会やネットワーク等
・こども人権ネットワーク
・高齢者虐待防止ネットワーク会議
・地域精神保健福祉連絡協議会 等

地域自立支援協議会

サービス事業者

障害者団体

障害児関係

相談支援事業

地域福祉関係

就労支援関係

生活支援部会 相談支援部会 就労支援部会

市川市障害者
団体連絡会

日中活動連絡会

ＧＨ等連絡協議会
地域移行支援協議会

居宅支援連絡会

重心サポート会議

福祉的就労会議

就労支援担当者会議

幹事会

個別支援会議

個別支援会議

個別支援会議

ニーズ・課題・困難ケース等

一般就労
福祉的就労

権利擁護連絡会



平成 24年度 市川市地域自立支援協議会スケジュール（案） 

月 自立支援協議会（本会議） 相談支援部会 生活支援部会 就労支援部会 

４  4月 25日● 4月 20日●  

５   5月 30日●  

６ 6月 26日● 6月 8日●   

７  7月 23日○ 7月 27日○  

８ ○ ○ ○  

９  ○ ○ ○ 

10  ○ ○  

11 ○ ○ ○  

12  ○ ○  

１  ○ ○  

２ ○ ○ ○  

３  ○ ○ ○ 

●開催済み ○開催予定 














